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議
員
は
、
政
治
倫
理
綱
領
及
び
行
為
規
範
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

議
員
は
、
議
院
の
議
決
に
よ
り
定
め
る
政
治
倫
理
綱
領
及
び
行
為
規
範
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
倫
理
綱

領
は
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の
議
員
の
行
動
基
準
を
、
行
為
規
範
は
政
治
倫
理
綱
領
に
基
づ
く
具
体
的
な
行
為
準
則
を

定
め
て
い
る
。

（
注
）
第
百
回
国
会
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
十
八
日
の
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
議
長
の
管
掌
の
下
に
政
治
倫
理
確
立
の
た
め
の

具
体
策
に
つ
き
調
査
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
治
倫
理
に
関
す
る
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
衆
議
院
に
お
い
て
も
第
百

一
回
国
会
昭
和
五
十
九
年
二
月
六
日
政
治
倫
理
に
関
す
る
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
以
後
、
両
院
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
協
議
会

間
で
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
政
治
倫
理
綱
領
及
び
行
為
規
範
の
協
議
会
案
、
政
治
倫
理
綱
領
及
び
行
為
規
範
の
遵
守
義
務
並
び

に
政
治
倫
理
審
査
会
設
置
を
内
容
と
す
る
国
会
法
改
正
案
要
綱
並
び
に
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
案
要
綱
を
決
定
し
、
答
申
を

行
っ
た
。
こ
の
答
申
に
基
づ
き
、
第
百
二
回
国
会
昭
和
六
十
年
六
月
二
十
四
日
国
会
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
さ
ら
に
、
本
院

は
、
第
百
三
回
国
会
昭
和
六
十
年
十
月
十
四
日
の
会
議
に
お
い
て
、
政
治
倫
理
綱
領
案
、
行
為
規
範
案
及
び
参
議
院
政
治
倫
理

国 
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審
査
会
規
程
案
を
議
決
し
た
。

ま
た
、
第
百
二
十
五
回
国
会
平
成
四
年
十
二
月
十
日
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
国
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
四
年
法
律
第
百
号
）
の
制
定
に
伴
い
、
行
為
規
範
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
を
議
決
し
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
た
。

参
照　

三
〇
五
号

四
八
六　

政
治
倫
理
審
査
会
に
関
す
る
例

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
、
政
治
倫
理
審
査
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
政
治
倫
理
審
査
会
の
審
査
の
対
象
、
組
織
、
権

限
及
び
運
営
等
は
参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

政
治
倫
理
審
査
会
に
関
し
て
は
、
第
百
三
回
国
会
昭
和
六
十
年
十
月
十
四
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、

次
の
三
項
目
の
申
合
せ
を
行
っ
た
。

1
、
審
査
会
の
審
査
は
、
会
期
に
か
か
わ
ら
ず
継
続
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

2
、
事
案
の
審
査
中
、
当
該
事
案
の
申
立
て
を
行
っ
た
委
員
が
す
べ
て
委
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
事

案
は
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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3
、
審
査
会
の
運
営
は
、
委
員
会
の
運
営
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

四
八
七　

政
治
倫
理
審
査
会
委
員
は
、
所
属
議
員
十
人
以
上
を
有
す
る
各
会

派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
各
会
派
に
割
り
当
て
、
こ
れ
に

基
づ
き
議
長
が
指
名
す
る

政
治
倫
理
審
査
会
委
員
は
、
通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
の
召
集
日
の
午
前
十
時
現
在
の
所
属
議
員
十
人
以

上
を
有
す
る
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
こ
れ
を
各
会
派
に
割
り
当
て
る
。

議
長
は
、
こ
の
割
当
て
に
基
づ
き
各
会
派
か
ら
申
し
出
た
議
員
を
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
に
指
名
し
、
議
員
は
、
任
期

中
そ
の
任
に
あ
る
。

政
治
倫
理
審
査
会
委
員
の
各
会
派
へ
の
割
当
数
変
更
及
び
委
員
変
更
に
つ
い
て
は
、
常
任
委
員
の
例
に
よ
る
。

ま
た
、
通
常
選
挙
後
初
め
て
召
集
さ
れ
る
国
会
に
お
い
て
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
を
選
任
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

全
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
を
各
会
派
に
割
り
当
て
た
後
、
議
長
は
、
ま
ず
、
改
選
期
に
当
た
ら
な
か
っ
た
議
員
の
政
治

倫
理
審
査
会
委
員
辞
任
を
許
可
し
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
各
会
派
の
申
出
に
基
づ
き
全
政
治
倫
理
審
査
会
委
員
の

指
名
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。
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な
お
、
所
属
議
員
十
人
以
上
を
有
す
る
会
派
に
委
員
の
割
当
て
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
所
属
議
員
の
う
ち
か
ら
、
審

査
会
に
出
席
し
、
並
び
に
事
案
に
つ
い
て
、
質
疑
し
、
及
び
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
議
員
一
人
を
、
各
会
派
の

申
出
に
基
づ
き
、
指
名
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
二
十
四
回
国
会　

平
成
四
年
八
月
七
日
（
召
集
日
）
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
原
文
兵
衛
君
は
、
政
治
倫
理
審

査
会
委
員
及
び
政
治
倫
理
審
査
会
に
出
席
す
る
議
員
（
一
人
）
を
指
名
し
た
。

第
百
二
十
六
回
国
会　

平
成
五
年
一
月
二
十
二
日
（
召
集
日
）
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
原
文
兵
衛
君
は
、
政
治
倫

理
審
査
会
に
出
席
す
る
議
員
（
一
人
）
を
指
名
し
た
。

（
注
）
第
百
二
十
六
回
国
会
平
成
五
年
三
月
十
二
日
参
議
院
政
治
倫
理
審
査
会
規
程
の
改
正
に
よ
り
、
同
審
査
会
の
委
員
数
十
一
人
が

十
五
人
に
改
め
ら
れ
た
た
め
、
同
月
二
十
二
日
、
議
長
原
文
兵
衛
君
は
、
同
審
査
会
委
員
四
人
を
補
充
指
名
し
、
同
日
付
の
参

議
院
公
報
に
掲
載
し
た
。

参
照　

一
一
四
号
、
一
二
一
号
、
一
二
二
号
、
一
二
九
号


